
伊勢市景観形成推進事業補助金の交付を申請される方へ 

 

伊勢市では、伊勢市景観計画で重点地区に指定されている「内宮おはらい町地区」及

び「二見町茶屋地区(※)」において、景観形成基準に適合した建築物の建築等、工作物

の建設等に対して、補助金の交付を行っています。 

（※茶屋北西地区及び茶屋南西地区を除く。また、住宅の建築等の場合は、旅館地区及び店舗地区

における住宅の景観形成基準に適合するものとする。） 

 

【補助率及び上限額】 

 補助率 上限額 

建築物 １／２ ２００万円 

工作物 １／２ １００万円 

 

【提出書類】 

①補助金交付申請書 

 ・伊勢市景観形成推進事業補助金交付申請書（様式第１号） 

 ・工事費見積書（補助対象事業にかかる経費） 

 ・市税を滞納していないことを証する書類 

・同意書兼誓約書（様式第１号の２）（賃借権者等が申請する場合に限る） 

 ・認定申請書・認定証 又は 届出書・短縮通知書 の写し(※) 

 ②実績報告書 

 ・伊勢市景観形成推進事業実績報告書（様式第３号） 

 ・工事着手前の写真及び完成写真（撮影日がわかるもの） 

 ・工事費積算書（補助対象事業にかかる経費） 

 ・支払いの完了を証明する書類（領収書等） 

 ③補助金交付請求書 

 ・伊勢市景観形成推進事業補助金交付請求書（様式第４号） 
 

 ※内宮おはらい町地区では「認定申請書」、二見町茶屋地区では「届出書」の事前提出が必要です。 

 

【注意点】 

・補助金交付決定の通知を受けた後でなければ、工事に着手することはできません。 

・補助金を交付した物件は、耐用年数又は交付日翌日から 10 年のいずれか長い期間を

経過するまで除却できません。 

・交付申請時から事業内容や補助対象経費の額を変更する場合（交付決定額に影響がな

い場合、補助対象経費の額の５％以下の額又は 10 万円以下の範囲内で減額する場合

を除く）、又は事業を中止する場合は、市長の承認が必要です。必ず事前に「事業計

画変更承認申請書」を提出してください。 

・認定申請時又は届出時から事業内容が変更となる場合は、必ず事前に「認定申請書」

又は「変更届出書」を再提出してください。 



【手続きの流れ】 

 

申請者  市 

   

 

認定申請書 又は 届出書  書類審査等 

    

補助金交付申請書（①） 

 認定証の交付 又は 短縮通知 

  

 書類審査等 

    

工事着手  補助金交付決定 

    

 ※事業内容を変更する場合   

 認定申請書 又は 変更届出書  書類審査等 

    

 

事業計画変更申請書 

 認定証の交付 又は 短縮通知 

   

  書類審査等 

    

 変更工事着手  事業計画変更決定 

    

事業完了  

現地確認   

実績報告書（②） 

※事業完了後 30 日または当該年度の

２月末日のいずれか早い日までに提出 

 

  

 書類審査等 

    

受理  補助金交付確定 

    

補助金交付請求書（③）  補助金交付 
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